
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第40回 「親会社が存在しない会社間における株式交換（対価が新株発行の場合）」
（ ※ 親会社が存在しない会社間における株式交換（対価が新株発行の場合）に関する全ての論点を取り扱っているわけではあ
りません。）
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結合企業（株式交換完全親会社）の個別財務諸表上では、以下の会計処理を行う。

（１）取得原価の算定
（２）新株発行により増加する資本の処理

（１）取得原価の算定

結合企業が取得する被結合企業（株式交換完全子会社）株式の取得原価は、結合企業が処分する自己株式の時価（株式交換日の株価）で算定
する。

外部のアドバイザー等に支払った報酬・手数料等の取得関連費用がある場合、個別財務諸表上、被結合企業株式の取得原価に含めて会計処理

する。連結財務諸表上は、発生時に費用処理する。

（２）新株発行により増加する資本の処理

新株発行により増加する資本は、払込資本（資本金、資本準備金、その他資本剰余金）として会計処理する。払込資本の内訳項目は、会社法の規

定に基づき会計処理する。払込資本の内訳項目は、会社法の規定に基づき会計処理する（適用指針111）。

被結合企業（株式交換完全子会社）の株主は、株式交換により被結合企業株式を引き渡す代わりに、結合企業株式を受け取る。

株式が変わっただけで、株主の投資が精算されているわけではないため、投資が継続されていると考え、被結合企業株式の株式交換日直前の適
正な帳簿価額に基づき、結合企業株式の取得価額を算定する。
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企業結合年度において、取得とされた企業結合に係る重要な取引がある場合には、以下の事項を注記する。また、連結財務諸表における
注記と個別財務諸表における注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載をもって代

えることができる。

（１） 企業結合の概要
被取得企業の名称及び事業の内容、事業を取得した場合は相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業

結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠

（２） 財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間

（３） 取得原価の算定等に関する事項

① 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳。株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算
定方法並びに交付又は交付予定の株式数

② 企業結合契約に定められた条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針

③ 主要な取得関連費用の内容及び金額

（４） 取得原価の配分に関する事項
① 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

② 取得原価の大部分がのれん以外の無形資産に配分された場合には、のれん以外の無形資産に配分された金額及びその主要な種類別

の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

③ 取得原価の配分が完了していない場合は、その旨及びその理由

④ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間。負ののれんの場合には、負ののれんの金額及び発生原因

（５） 比較損益情報
企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当期の連結損益計算書への影響の概算額及び当該概算額の算定方法並びに計算過程に

おける重要な前提条件。ただし、影響額に重要性が乏しい場合は、注記を省略することができる。

取得企業が連結財務諸表を作成していない場合は､個別損益計算書への影響の概算額を、連結財務諸表を作成している場合に準じて注記

する。

（６） 企業結合年度の翌年度において、暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、見

直しがなされた事業年度において、その見直しの内容及び金額を注記する。なお、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注

記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載をもって代えることができる。

なお、計算書類では、上記のような注記は必ずしも求められていない。

被結合企業の資産及び負債を時価評価した上で、投資と資本を相殺し、のれん（又は負ののれん）を算定する。


